
個別品⽬ごとの表⽰のルールの
⾒直しについて

令和７年１⽉

消費者庁⾷品表⽰課



⾷品表⽰制度⾒直しに関する提⾔

 ⾷品表⽰ルールの⾒直しについては、消費者基本計画等に以下のとおり盛り込まれた。

◎経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023（令和5年6⽉16⽇閣議決定）（抄）
こども⽤製品等の事故防⽌、消費⽣活相談のサービス向上への体制再構築、⾷品衛⽣基準⾏政の機能強化、悪質

商法被害防⽌のための消費者教育、⾷品表⽰基準の国際基準への整合化を推進するとともに、⾷品ロス削減⽬標達
成に向けた施策パッケージを年末までに策定する。

◎消費者基本計画（令和２年３⽉31⽇閣議決定、令和3年6⽉15⽇改定）（抄）
「消費者にとって⾒づらい等の⾷品表⽰における課題を解決し、分かりやすく活⽤される⾷品表⽰とするため、

⾷品表⽰の全体像に関する報告書（2019 年８⽉消費者委員会⾷品表⽰部会）を踏まえ、消費者の表⽰の利活⽤の
実態等の現状把握を⾏うことを⽬的とした調査等を実施し、その結果を踏まえた検討を⾏う。」

◎消費者基本計画⼯程表（令和５年６⽉13⽇消費者政策会議決定）（抄）
「⾷料供給のグローバル化の進展を踏まえ、合理的かつシンプルで分かりやすい⾷品表⽰制度の在り⽅について、

国際基準（コーデックス規格）との整合性も踏まえながら、有識者から成る懇談会において順次議論していく。」
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公益社団法⼈ ⽇本栄養⼠会 常務理事阿部 絹⼦

亜細亜⼤学経営学部 教授伊藤 匡美

⼀般財団法⼈⾷品産業センター 専務理事⼤⾓ 亨

⽇本⼤学⼤学院総合社会情報研究科 教授加藤 孝治
⻄本Wismettacホールディングス株式会社
シニアマネージャー北⼝ 善教

⼀般財団法⼈⽇本⾷品分析センター 審査・認証部副部⻑佐藤 秀幸

⼀般社団法⼈⽇本農林規格協会 専務理事島﨑 眞⼈

⼀般社団法⼈⽇本⾷品添加物協会 専務理事脊⿊ 勝也

東京家政学院⼤学⼈間栄養学部 教授⽥中 弘之

独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構 理事中澤 克典

⼀般社団法⼈全国スーパーマーケット協会 調査役橋本 豊

⼀般社団法⼈全国消費者団体連絡会 政策スタッフ廣⽥ 浩⼦

株式会社⽣活品質科学研究所 代表取締役社⻑間處 博⼦

⼀般社団法⼈Food Communication Compass 代表森⽥ 満樹

⼀般社団法⼈⾷品表⽰検定協会 理事⻑（座⻑）湯川 剛⼀郎

構成員検討項⽬

スケジュール
10⽉13⽇（⾦） 第１回懇談会
11⽉24⽇（⾦） 第２回懇談会

1⽉30⽇（⽕） 第３回懇談会
3⽉ 7⽇（⽊） 第４回懇談会
令和５年度内 中間報告（令和５年度報告）

令和５年度⾷品表⽰懇談会

運営
（１）懇談会のロジはＳＯＭＰＯリスクマネ

ジメント（株）に委託
（２）懇談会は原則公開（オンライン配信）
（３）令和５年度は４回程度開催
（４）来年度以降も継続開催

（１）⾷品表⽰制度に関するこれまでの経緯
と現在の情勢

（２）（１）を踏まえ、今後の⾷品表⽰が⽬
指していく⽅向性について、中⻑期的な羅
針盤となるような制度の⼤枠を議論

（３）その他
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今後の⾷品表⽰が⽬指していく⽅向性について、中⻑期的な羅針盤となるような⾷品表⽰制度の⼤枠の
議論を⾏い、以下のとおり⽅向性がとりまとめられた。

（１）諸外国との表⽰制度の整合性について
⼤きな⽅向性としては、我が国の状況や諸外国の「包装⾷品の表⽰に関するコーデックス⼀般規格」

への対応状況を踏まえつつ、合わせられるところについては、合わせていく。

（２）個別品⽬ごとの表⽰ルールについて
横断的な基準に合わせる⽅向で⾒直すことを基本としつつ、⾷品ごとの個別の事情や制定の経緯、消

費者の要望等を踏まえながら検討。
表⽰基準がその時々の情勢に照らして妥当なものであるかどうかを定期的に確認することについて検

討。

（３）⾷品表⽰へのデジタルツールの活⽤について
容器包装への表⽰に代えて代替的な⼿段によって情報提供を充実させることとした場合の議論を進め

ていく必要。
新たに管理すべき情報や、その情報の管理⽅法や提供⼿段についても議論を進める必要。
情報の管理⽅法や情報を伝達する媒体、デジタルを活⽤した制度をどのように運⽤していくのか等技

術的な課題についても議論。
（４）改正内容の施⾏時期について

各改正事項の施⾏時期や経過措置期間の終了時期を極⼒合わせるなど、実施時期の予⾒可能性を⾼め
るための⽅策も含めて議論。

（５）⾷品表⽰制度の消費者への周知について
⾷品表⽰を正しく活⽤していただけるよう、制度の周知普及を実施。

（６）各検討事項の議論の進め⽅について
各検討事項については、各分野の専⾨家からなる議論の場（令和６年度からはデジタル活⽤と個別品

⽬の表⽰ルールの２分科会）を設け検討。

令和５年度⾷品表⽰懇談会の取りまとめ
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2025(R7)年度〜2029(R11)年度2024(R6)年度2023(R5)年度

⾷品表⽰
懇談会

分科会①
デジタル
ツールの
活⽤

分科会②
個別品⽬毎
のルール

〇表⽰の改版に伴う事業者の負担に配慮し、各改正事項について⼗分な経過措置期間を設けるとともに、
経過措置終了時期を極⼒揃える。

〇これにより、⾷品表⽰の改正に関する予⾒可能性を⾼めつつ、何度も改版しなくてよいようにする。

⾷品表⽰制度の中
⻑期的な⼤枠につ
いての議論 分科会からの提⾔等を議論

･品⽬ごとに業界等からの要望を懇談会において聴取
･具体的な改正内容の検討

国内でのデジタルツールの活⽤の⼤きな⽅向性につい
て、コーデックスでの議論も⾒据えながら検討

各
改
正
事
項
に
つ
い
て
極
⼒
経
過
措
置
終
了
時
期
を
揃
え
る
︒

（国際基準との
整合性等）

分科会からの提⾔等を議論

⾷品表⽰懇談会の今後の進め⽅
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構成員検討項⽬

個別品⽬ごとの表⽰ルール⾒直し分科会

運営
（１）分科会のロジは（株）シードプランニング

に委託
（２）分科会は原則公開（オンライン配信）
（３）個別品⽬⾒直し分科会は12回程度開催

（１）横断的な基準に合わせる⽅向で⾒直すこ
とを基本としつつ、⾷品ごとの個別の事情や
制定の経緯、消費者の要望等を踏まえながら
検討

（２）表⽰基準がその時々の情勢に照らして妥
当なものであるかどうかを定期的に確認する
ことについて検討

５⽉29⽇（⽔） 第１回分科会
６⽉18⽇（⽕） 第２回分科会
７⽉22⽇（⽉） 第３回分科会
８⽉28⽇（⽔） 第４回分科会

⼀般財団法⼈ ⾷品産業センター 事業推進部 部⻑ 阿部 徹 

東京海洋⼤学 学術研究院 ⾷品⽣産科学部⾨ 准教授 ⼩川 美⾹⼦ 

公益社団法⼈ 全国消費⽣活相談員協会  
⾷の研究会 代表 澤⽊ 佐重⼦ 

⼀般社団法⼈ ⽇本農林規格協会 専務理事 島﨑 眞⼈ 

⼀般社団法⼈Food Communication Compass 代表 森⽥ 満樹 

国⽴⼤学法⼈ お茶の⽔⼥⼦⼤学⼤学院  
⼈間⽂化創成科学研究科 教授（座⻑） 森光 康次郎 

９⽉27⽇（⾦） 第５回分科会
10⽉30⽇（⽔）第６回分科会
11⽉27⽇（⽔）第７回分科会

スケジュール
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個別品⽬ごとの表⽰ルールの⾒直しの考え⽅

○ ⾷品表⽰基準の別表で規定されている個別品⽬ごとのルールについては、ＪＡＳ規格に表⽰基準があった時代
から、まがいもの防⽌や消費者への情報提供の観点からその役割を果たしてきたが、横断的な表⽰基準が策定され、
時代とともにその役割が終了しているものもあると思われる。

○ 令和５年度⾷品表⽰懇談会の取りまとめにあるように「個別品⽬ごとの表⽰ルール」については、横断的な表⽰
基準が策定されてから本格的な⾒直しを⾏っていないことから、令和６年度は「個別品⽬ごとの表⽰ルール」につい
て、品⽬ごとに関係する業界団体からヒアリングを実施し、ルールの要否及び改正の必要性について検討する。

〇ヒアリングについて ヒアリングについて
個別品⽬ごとの表⽰ルールの各事項ごと（別表ごと）に必要性の有無を確認し、残す場合、改正する場合は、
合理的な必要性を確認する。

別表第３ ⾷品の定義 別表第19 追加的な表⽰事項
別表第４ 個別の表⽰ルール（名称、原材料名、添加物、内容量） 別表第20 表⽰の様式
別表第５ 名称の規制 別表第22 表⽰禁⽌事項
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昭和25年〜
（1950年）

＜背景＞
・戦後の混乱期にまがい物が横⾏したことを背景に、JAS法（農林物資規格法）の制定
＜⽬的＞
・適正な規格の制定普及による農林物資の品質の向上、⽣産の合理化、取引の単純公正化及び使⽤
または商品の合理化 （粗悪品の排除、⾷品・農林⽔産品の品質向上）

＜表⽰基準の位置付け＞
・JAS規格の⼀部として表⽰基準を規定（JAS格付品のみに表⽰義務）

昭和45年〜
（1970年）

＜改正＞
・JAS法（農林物資の規格化及び品質表⽰の適正化に関する法律）を改正し、品質表⽰基準制度を創設
＜⽬的＞
・農林物資の品質に関する適正な表⽰を⾏なわせることによって⼀般消費者の選択に資するため
＜表⽰基準の位置付け＞
・JAS規格から分離する形で品質表⽰基準を制定
（JAS規格制定品⽬を中⼼に作成され、JAS規格はなく品質表⽰基準のみの品⽬もあり）
・品質表⽰基準のある品⽬に表⽰義務
・最初の品質表⽰基準を制定（昭和46年）（果実飲料、炭酸飲料） その後、品⽬ごとに順次制定

平成25年〜
（2013年）

＜⾷品表⽰法の制定＞
・ＪＡＳ法等３法の⾷品表⽰に関する規定を統合して包括的かつ ⼀元的な⾷品表⽰制度とするため
⾷品表⽰法を創設

・⾷品表⽰法に基づく⾷品表⽰基準を制定（平成27年）
・品質表⽰の部分は、原則そのまま移⾏

対象範囲に変
更なし

いわゆる品質表
⽰の部分は、原
則そのまま移⾏

平成11年〜
（1999年）

＜改正＞
・品質表⽰基準の対象を全ての農林物資に拡⼤
＜⽬的＞
・⾷品の多様化、消費者の⾷品の品質及び安全性や健康に対する関⼼の⾼まり等に対応して、⾷品の表⽰
制度を充実強化するため

＜表⽰基準の位置付け＞
・すべての加⼯⾷品を対象に品⽬横断的な品質表⽰基準を制定（平成12年）
・個別の品質表⽰基準があった品⽬は、品⽬横断的な基準に加え、個別の基準を上乗せ

ＪＡＳ格付品
にのみ

表⽰義務
（個別に義務

付け）

全ての加⼯⾷
品に表⽰義務
（品⽬横断的
に義務付け）

基準のある
品⽬にのみ
表⽰義務

（個別に義務
付け）

⾷品に係る加⼯⾷品の表⽰基準（JAS法関連事項）の変遷
令和５年度食品表示懇談会第２回資料２から抜粋
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⾷品表⽰法基準、公正競争規約、JAS規格について

○全ての食品関連事業者が守る義務表示等を規定する制度
・食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会
を確保するため、全ての食品関連事業者に対して、生鮮食品や加工食品の容器包
装等へ表示する表示事項を規定。

・食品表示基準に従わない表示をした場合は、罰則等が伴う。
（根拠法令：食品表示法）

食品表示基準

○業界団体が自主的に表示する事項（業界ルール）を設定する制度
・景品表示法第31条の規定により、事業者団体が公正取引委員会及び消費者庁長官
の認定を受けて、表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界
ルール。

・規約に参加していない事業者には適用されない。
（根拠法令：不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法））

公正競争規約

○品質等を定めた基準を満たしたものにＪＡＳマークを付す制度
・農林水産大臣が、食品の品位、成分等の品質についての日本農林規格（ＪＡＳ規
格）を定め、規格を満たす食品にＪＡＳマークを付す制度。

・現在は規格において各品目の表示方法の規定はしていない。
（根拠法令：日本農林規格等に関する法律）

ＪＡＳ規格
（ここでは主に
一般JAS）

※簡単に説明するためにまとめたものであるため、正確に違いを確認したい場合は、それぞれの根拠法令から目的
等をご確認ください。
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（参考）食品表示基準、公正競争規約、JAS規格について（その１／２）

JAS規格公正競争規約食品表示基準関係団体
ベーコン類

ハム・ソーセージ類

ベーコン類

日本食肉加工協会

ハム類ハム類

プレスハムプレスハム

ー混合プレスハム

ソーセージソーセージ

ー混合ソーセージ

チルドハンバーグステーキ（JAS 
1016）

ーチルドハンバーグステーキ

チルドミートボール（JAS 1238）ーチルドミートボール

農産物缶詰及び農産物瓶詰食品缶詰農産物缶詰及び農産物瓶詰

日本缶詰びん詰レトルト食品協会

畜産物缶詰及び畜産物瓶詰食品缶詰畜産物缶詰及び畜産物瓶詰

ーー調理食品缶詰及び調理食品瓶詰

ーーレトルトパウチ食品

ーー魚肉ハム及び魚肉ソーセージ

炭酸飲料ー炭酸飲料全国清涼飲料連合会

果実飲料（JAS 1075）果実飲料等果実飲料日本果汁協会

マーガリン類（JAS 0932）マーガリン類マーガリン類日本マーガリン工業会

ー包装食パンパン類日本パン工業会

食用植物油脂ー食用植物油脂日本植物油協会

にんじんジュース及びにんじんミッ
クスジュース（JAS 0388）

ー
にんじんジュース及びにんじんミッ
クスジュース全国トマト工業会

トマト加工品（JAS 1419）トマト加工品トマト加工品

ウスターソース類ーウスターソース類日本ソース工業会

しょうゆ （JAS 1703）しょうゆしょうゆ日本醤油協会

ジャム類（JAS 0524）食品缶詰ジャム類日本ジャム工業組合
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（参考）食品表示基準、公正競争規約、JAS規格について（その２／２）

JAS規格公正競争規約食品表示基準関係団体

農産物漬物（JAS 1752）ー農産物漬物
全日本漬物協同組合連合会
全国漬物検査協会

マカロニ類（JAS 2633）ーマカロニ類日本パスタ協会

乾めん類（JAS 0911）ー乾めん類全国乾麺協同組合連合会

ドレッシング（JAS 0955）ドレッシング類
ドレッシング及びドレッシングタイ
プ調味料

全国マヨネーズ・ドレッシング類
協会

ーー調理冷凍食品日本冷凍食品協会

みそ (JAS 0022)みそみそ全国味噌工業協同組合連合会

醸造酢（JAS 0801）食酢食酢全国食酢協会中央会

乾燥スープ（JAS 0602）ー乾燥スープ日本スープ協会

風味調味料（JAS 0310）ー風味調味料風味調味料協議会

即席めん即席めん即席めん日本即席食品工業協会

豆乳類豆乳類豆乳類日本豆乳協会

削りぶし（JAS 1122）削りぶし削りぶし全国削節工業協会

煮干魚類ー煮干魚類全国煮干協会

ーー乾燥わかめ
日本わかめ協会

ーー塩蔵わかめ

ー凍り豆腐凍り豆腐全国凍豆腐工業協同組合連合会

ーーうに加工品
全国珍味商工業協同組合連合会

ーーうにあえもの

ーーチルドぎょうざ類ー
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個別品目ごとの表示ルール見直し分科会第１回資料３から抜粋



別表第22別表第20別表第19別表第５別表第4別表第３
個別的義務表⽰がある品⽬ 業界団体 表⽰禁⽌

事項 
表⽰の様
式・⽅法 

加⼯⾷品
の個別的
義務表⽰ 

名称規制 
横断的義務表⽰事項に係る個別ルール 

⾷品の定義 
内容量 添加物 原材料名 名称 

● ― ― ● ― ● ● ● ● ベーコン類 

⽇本⾷⾁加⼯協会

● ― ― ● ― ● ● ● ● ハム類 
● ● ● ● ― ● ● ● ● プレスハム 
● ● ● ● ― ● ● ● ● 混合プレスハム 
● ● ● ● ― ● ● ● ● ソーセージ 
● ● ● ● ― ● ● ● ● 混合ソーセージ 
● ● ● ● ● ● ● ● ● チルドハンバーグステーキ 
● ● ● ● ● ● ● ● ● チルドミートボール 
● ● ● ― ― ― ● ● ● 農産物⽸詰及び農産物瓶詰 

⽇本⽸詰びん詰レトルト⾷品協会

● ● ● ― ― ― ● ● ● 畜産物⽸詰及び畜産物瓶詰 

● ● ● ― ― ― ● ● ● 調理⾷品⽸詰及び調理⾷品
瓶詰 

● ● ● ― ● ● ● ● ● レトルトパウチ⾷品 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ⿂⾁ハム及び⿂⾁ソーセージ 
● ― ― ― ― ― ● ● ● 炭酸飲料 全国清涼飲料連合会
● ● ● ― ― ● ● ● ● 果実飲料 ⽇本果汁協会
― ● ● ● ― ● ● ● ● マーガリン類 ⽇本マーガリン⼯業会
― ― ― ― ● ― ● ● ● パン類 ⽇本パン⼯業会
● ― ― ● ― ● ● ● ● ⾷⽤植物油脂 ⽇本植物油協会

● ― ― ● ― ― ● ● ● にんじんジュース及びにんじん
ミックスジュース 全国トマト⼯業会

● ● ● ● ― ― ● ● ● トマト加⼯品 
● ― ― ● ― ● ● ● ● ウスターソース類 ⽇本ソース⼯業会

（参考）個別品目ごとのルールについて（その１／２）
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別表第22別表第20別表第19別表第５別表第4別表第３
個別的義務表⽰がある品⽬ 業界団体 表⽰禁⽌

事項 
表⽰の様
式・⽅法 

加⼯⾷品
の個別的
義務表⽰ 

名称規制 
横断的義務表⽰事項に係る個別ルール 

⾷品の定義 
内容量 添加物 原材料名 名称 

● ― ― ● ― ― ● ● ● しょうゆ ⽇本醤油協会
● ● ● ― ● ● ● ● ● ジャム類 ⽇本ジャム⼯業組合

● ― ― ― ― ● ● ● ● 農産物漬物 全⽇本漬物協同組合連合会
全国漬物検査協会

● ● ● ● ― ● ● ● ● マカロニ類 ⽇本パスタ協会
● ● ● ― ● ● ● ● ● 乾めん類 全国乾麺協同組合連合会

● ― ― ● ● ― ● ● ● ドレッシング及びドレッシングタ
イプ調味料 全国マヨネーズ・ドレッシング類協会

● ● ● ― ● ● ● ● ● 調理冷凍⾷品 ⽇本冷凍⾷品協会
● ― ― ● ― ― ● ● ● みそ 全国味噌⼯業協同組合連合会
● ● ● ● ― ● ― ● ● ⾷酢 全国⾷酢協会中央会
● ● ● ● ● ● ● ● ● 乾燥スープ ⽇本スープ協会
● ● ● ― ― ― ● ● ● ⾵味調味料 ⾵味調味料協議会
● ― ● ― ● ● ● ― ● 即席めん ⽇本即席⾷品⼯業協会
● ● ● ● ― ● ● ● ● ⾖乳類 ⽇本⾖乳協会
● ● ● ● ● ― ● ● ● 削りぶし 全国削節⼯業協会
● ― ― ― ● ― ● ● ● 煮⼲⿂類 （⽇本⽔産資源保護協会）
● ― ― ● ― ― ● ● ● 乾燥わかめ 

⽇本わかめ協会
● ● ● ● ― ― ● ● ● 塩蔵わかめ 

● ● ● ― ● ● ● ● ● 凍り⾖腐 全国凍⾖腐⼯業協同組合連合
会

● ● ● ● ― ― ● ● ● うに加⼯品 全国珍味商⼯業協同組合連合
会 ● ● ● ● ― ― ● ● ● うにあえもの 

● ● ● ● ● ● ● ● ● チルドぎょうざ類 ー

（参考）個別品目ごとのルールについて（その２／２）
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各品⽬ごとの分科会における検討結果の概要①

別表第22別表第20別表第19別表第５別表第4別表第３

個別的義務表⽰がある品⽬ 分科会 表⽰禁⽌
事項 

表⽰の様式
・⽅法 

加⼯⾷品の
個別的義務表⽰ 名称規制 

横断的義務表⽰事項に係る個別ルール 
⾷品の定義 

内容量 添加物 原材料名 名称 

× × ×  × × × × × 調理冷凍⾷品 第１回
（5/29）

ーーーーー△ハム類 

第２回
（6/18）

ーーーーーーー△ ソーセージ 

× × × × × × × × × チルドハンバーグステーキ 

× × × × × × × × × チルドミートボール 

× × × × × × × × × チルドぎょうざ類 

● ● ● × ●●● マーガリン類 （１回⽬）
第３回

（7/22） △● × ● ● みそ 

××××炭酸飲料 

●：維持、△：一部改正、×：廃止、―：次回検討、■：ルールなし
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第1回から第7回までの議論を⾏った結果、
• 完全に廃⽌した品⽬があった（調理冷凍⾷品、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、チルドぎょうざ類、炭酸飲料、即席め

ん、うにあえもの）
• 定義・名称は維持したいという要望が多くあった。
• 原材料名等については、横断的な基準で対応可能であり、廃⽌しても問題ないという意⾒も多くあった。
• 品⽬の特性に応じて、語句の修正や、個別的義務表⽰事項を残したいという意⾒があった。
• 特定の品⽬だけ義務を課しているようなものについては、ヒアリング内容等を踏まえ、横断的な基準に合わせる⽅向で整理。



各品⽬ごとの分科会における検討結果の概要②

別表第22別表第20別表第19別表第５別表第4別表第３

個別的義務表⽰がある品⽬ 分科会 表⽰禁⽌
事項 

表⽰の様式
・⽅法 

加⼯⾷品の
個別的義務表⽰ 名称規制 

横断的義務表⽰事項に係る個別ルール 
⾷品の定義 

内容量 添加物 原材料名 名称 

××××××即席めん 
第４回

（8/28） × × × ● × × △● マカロニ類 

△× △× × × ● ● ジャム類 

××△△× △△うに加⼯品 

第５回
（9/27）

× × × × × × × うにあえもの 

△△●△△乾燥わかめ 

△△△●△●●塩蔵わかめ 

×△△×△△農産物⽸詰及び農産物瓶詰 
第６回

（10/30） ×△△×△△畜産物⽸詰及び畜産物瓶詰 

××△××△調理⾷品⽸詰及び調理⾷品瓶詰 

△××●×××△レトルトパウチ⾷品 

第７回
（11/27）

×××●×××△△⿂⾁ハム及び⿂⾁ソーセージ  

××●△パン類

● ● ● × ●→ × ●● マーガリン類 （２回⽬）
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●：維持、△：一部改正、×：廃止、■：ルールなし



分科会における検討が未実施の品⽬
別表第22別表第20別表第19別表第５別表第4別表第３

個別的義務表⽰がある品⽬ 分科会 表⽰禁⽌
事項 

表⽰の様式
・⽅法 

加⼯⾷品の
個別的義務表⽰ 名称規制 

横断的義務表⽰事項に係る個別ルール 
⾷品の定義 

内容量 添加物 原材料名 名称 
しょうゆ 

⽇程未定

果実飲料 
農産物漬物 
乾めん類 

ドレッシング及び
ドレッシングタイプ調味料 

⾷⽤植物油脂 
⾷酢 

乾燥スープ 
⾵味調味料 

⾖乳類 
削りぶし 

煮⼲⿂類 
にんじんジュース及び

にんじんミックスジュース 
トマト加⼯品 

ウスターソース類 
凍り⾖腐 
ベーコン類 

ハム類 
プレスハム 

混合プレスハム 
ソーセージ 

混合ソーセージ 
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定義⽤語⾷品
次に掲げるものであって、半固体状のものをいう。
⼀ ⼤⾖若しくは⼤⾖及び⽶、⻨等の穀類を蒸煮したものに、⽶、⻨等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加え

たもの⼜は⼤⾖を蒸煮してこうじ菌を培養したもの若しくはこれに⽶、⻨等の穀類を蒸煮したものを加えたものに⾷塩
を混合し、これを発酵させ、及び熟成させたもの

⼆ ⼀に砂糖類（砂糖、糖蜜及び糖類をいう。）、⾵味原料（かつおぶし、煮⼲⿂類、こんぶ等の粉末⼜は抽出濃縮
物、⿂醤油、たんぱく加⽔分解物、酵⺟エキスその他これらに類する⾷品をいう。以下別表第４のみその項において
同じ。）等を加えたもの

みそ

みそ
この表の中欄に掲げるみそのうち、⼤⾖（脱脂加⼯⼤⾖を除く。以下みその項において同じ。）を蒸煮したものに、⽶を
蒸煮してこうじ菌を培養したもの（以下みその項において「⽶こうじ」という。）を加えたものに⾷塩を混合したものをいう。⽶みそ

この表の中欄に掲げるみそのうち、⼤⾖を蒸煮したものに、⼤⻨⼜ははだか⻨を蒸煮してこうじ菌を培養したもの（以下み
その項において「⻨こうじ」という。）を加えたものに⾷塩を混合したものをいう。⻨みそ

この表の中欄に掲げるみそのうち、⼤⾖を蒸煮してこうじ菌を培養したもの（以下みその項において「⾖こうじ」という。）に
⾷塩を混合したものをいう。⾖みそ

この表の中欄に掲げるみそのうち、⽶みそ、⻨みそ⼜は⾖みそを混合したもの、⽶こうじに⻨こうじ⼜は⾖こうじを混合した
ものを使⽤したもの等⽶みそ、⻨みそ及び⾖みそ以外のものをいう。調合みそ

別表第３ 定義、別表第４ 名称、別表第５ 名称規制 ＜維持の例︓みそ＞
〇別表第３︓⾷品表⽰基準の対象となる⾷品に係る定義
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表⽰の⽅法表⽰事項⾷品
⽶みそにあっては「⽶みそ」と、⻨みそにあっては「⻨みそ」と、⾖みそにあっては「⾖みそ」と、調合みそにあっては「調合みそ」と
表⽰する。ただし、⾵味原料を加えたものであって、⾵味原料の原材料及び添加物に占める重量の割合が調味の⽬的で
使⽤される添加物の原材料に占める重量の割合を上回るものにあっては、「⽶みそ」等の⽂字の次に括弧を付して、「だし
⼊り」と表⽰する。

名称みそ

〇別表第4︓横断的義務表⽰事項に係る個別のルール

名称⾷品
⽶みそ⽶みそ

みそ ⻨みそ⻨みそ
⾖みそ⾖みそ

調合みそ調合みそ

〇別表第５︓名称規制に係る⾷品及びその名称



別表第３ 定義、別表第４ 名称 ＜⼀部修正、廃⽌の例︓レトルトパウチ⾷品＞

透明パウチ包装
【遮光性なし】

レトルトパウチ包装
【遮光性あり】

レトルトパウチ⾷品の定義に当てはまるため、レトルト
パウチ⾷品の個別ルールを参考にミートソースと表⽰

レトルトパウチ⾷品の定義に当てはまらない
ため、横断ルールにより⼀般的名称で表⽰

和⾵味のミートソース

ミートソース名称

〇名称の個別のルール（⾷品表⽰基準別表第４）
表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

次に定めるところにより表⽰する。〜中略〜
三 パスタソース
「パスタソース」と表⽰する。ただし、⾷⾁を原材料として使⽤したものであって臓器及び可⾷
部分、⿂⾁並びに⾁様植たんを使⽤していないものにあっては、「ミートソース」と表⽰する。

名称レトルトパウチ⾷品（略）

和⾵パスタソース名称

※

※ 外箱に遮光性あり

・ レトルトパウチ⾷品は、使⽤する原材料により表⽰できる名称が規定されているが、同じ原材料を使⽤していても、
レトルトパウチ⾷品の定義にあてはまらない場合は、横断ルールにより⼀般的名称で表⽰することができるため、商品の
実態に沿った名称の表⽰が可能となっている。

定義⽤語⾷品
プラスチックフィルム若しくは⾦属はく⼜はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成
形した容器（気密性及び遮光性を有するものに限る。）に調製した⾷品を詰め、熱溶融に
より密封し、加圧加熱殺菌したものをいう。

レトルトパウチ⾷品レトルトパウチ⾷品

〇定義の個別のルール（⾷品表⽰基準別表第３）
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（参考）「レトルトパウチ⾷品」と「容器包装詰加圧加熱殺菌⾷品」について

定義⽤語⾷品
プラスチックフィルム若しくは⾦属はく⼜はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成
形した容器（気密性及び遮光性を有するものに限る。）に調製した⾷品を詰め、熱溶融に
より密封し、加圧加熱殺菌したものをいう。

レトルトパウチ⾷品レトルトパウチ⾷品

 「レトルト⾷品」のうち、「レトルトパウチ⾷品」と「容器包装詰加熱殺菌⾷品」の違い
●レトルトパウチ⾷品（⾷品表⽰基準︓JAS法由来）
＜定義＞
プラスチックフィルム若しくは⾦属はく⼜はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成型した容器（気密性及び遮光性を
有するものに限る）に調整した⾷品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌したもの。
⇒容器はプラスチック製で⾦属はくの⼊ったパウチ⼜は成形容器のみが対象となる。

●容器包装詰加圧加熱殺菌⾷品（⾷品、添加物の規格基準︓⾷品衛⽣法）（昭和52年2⽉18⽇厚⽣省告⽰第17号）
＜定義＞
⾷品（清涼飲料⽔、⾷⾁製品、鯨⾁製品及び⿂⾁ねり製品を除く。）を気密性のある容器包装に⼊れ、密封した後、加圧
加熱殺菌したもの。
…気密性のある容器包装とは

遮光性を有し、かつ、気体透過性のないものであること（⽸、瓶を除く）。ただし、内容物が油脂の変敗による品質の低下の
おそれのない場合にあっては、この限りではない。

…内容物が油脂の変敗による品質の低下のおそれのない場合とは
①内容物が⾚飯等ほとんど油脂を含んでいない⾷品である場合
②外包装等により遮光の措置及び容器包装内への酸素の透過を防⽌する措置が講じられている場合
③⾷品の流通が短期間に限定されている場合

（⾷品、添加物等の規格基準の⼀部改正について昭和52年2⽉23⽇環⾷第52号）
⇒容器に遮光性がない場合でも、①〜③に該当するときは気密性のある容器包装とみなされる。

〇定義の個別のルール（⾷品表⽰基準別表第３）
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・ 近年は、電⼦レンジ調理の需要に応えるため、アルミレスパウチ（右）の商品も開発されている。

レトルトパウチ⾷品は、定義上、容器は機密性及び
遮光性を備えているため、容器包装詰加圧加熱殺
菌⾷品に該当する（外箱は要さない。）。

○アルミレスパウチ（透明パウチ）に⼊った⾷品○レトルトパウチ⾷品

・ アルミレスパウチには遮光性はないが、外包装（外箱）等により遮光の措置及び容器包装内への酸素の透過を防⽌する措置
が講じられること等により、内容物が油脂の変敗による品質の低下のおそれのない場合は「容器包装詰加圧加熱殺菌⾷品」とみな
される。

（参考）「レトルトパウチ⾷品」と「容器包装詰加圧加熱殺菌⾷品」について

外箱

外箱
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定義⽤語⾷品

プラスチックフィルム若しくは⾦属はく⼜はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成形した容
器（気密性及び遮光性を有するものに限る。遮光性を有し、かつ、気体透過性のないものであること。
ただし、内容物が油脂の変敗による品質の低下のおそれのない場合にあっては、この限りでない。）に調
製した⾷品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌したものをいう。

レトルトパウチ
⾷品

レトルトパウチ
⾷品

〇別表第３︓⾷品表⽰基準の対象となる⾷品に係る定義

修正案

別表第３ 定義、別表第４ 名称 ＜⼀部修正、廃⽌の例︓レトルトパウチ⾷品＞

表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

三 パスタソース
「パスタソース」と表⽰する。ただし、⾷⾁を原材料として使⽤したものであって臓器及び可⾷部分、⿂
⾁並びに⾁様植たんを使⽤していないものにあっては、「ミートソース」と表⽰する。
削除

名称
削除

レトルトパウチ
⾷品
（植物性たん
ぱく⾷品（コ
ンビーフスタイ
ル ） を 除
く。）

〇別表第4︓横断的義務表⽰事項に係る個別のルール
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パターン③ 油脂類を⾷⽤油脂で括る

原材料名︓⾷⽤油脂（⾷⽤植物油脂（国内製造） 、⾷
⽤精製加⼯油脂）、ゼラチン、⾷塩 / 乳化剤、
⾹料、酸化防⽌剤（V.C、V.E）、着⾊料（カ
ロテン）、（⼀部に乳成分・⼤⾖・ゼラチンを含
む）

パターン② 今の表⽰が重量順になっていなければ、順番が変わる

原材料名︓⾷⽤植物油脂（国内製造）、ゼラチン、⾷⽤
精製加⼯油脂、⾷塩 / 乳化剤、⾹料、酸化
防⽌剤（V.C、V.E）、着⾊料（カロテン）、
（⼀部に乳成分・⼤⾖・ゼラチンを含む）

パターン① 今の表⽰が重量順になっていれば、全く同様の表⽰が可能

別表第４ 原材料名 ＜廃⽌の例︓マーガリン＞

変更なし

表⽰の⽅法表⽰事項⾷品
使⽤した原材料を、次の⼀及び⼆の区分により、それぞれ⼀及び⼆に定めるところにより表⽰する。
⼀ ⾷⽤油脂にあっては、原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に、「⼤⾖油」、「綿実油」、「⽜脂」、「硬化油」等と

その最も⼀般的な名称をもって表⽰する。ただし、⼤⾖油等の⾷⽤植物油脂にあっては「⾷⽤植物油脂」と、⽜脂等の動
物油脂にあっては「⾷⽤動物油脂」と、硬化油等の⾷⽤精製加⼯油脂にあっては「⾷⽤精製加⼯油脂」と表⽰すること
ができる。

原材料名マーガリン類

〇別表第４︓横断的義務表⽰事項に係る個別のルール

（表⽰例）

（表⽰例）ゼラチンが⾷⽤精製加⼯油脂より多い場合

（表⽰例）
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別表第４ 原材料名 ＜廃⽌の例︓パン＞

22

表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

使⽤した原材料を、原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に、「⼩⻨粉」、「⾷塩」、「砂糖」、
「ショートニング」、「シナモン」等とその最も⼀般的な名称をもって表⽰する。ただし、砂糖その他の砂糖類
にあっては「砂糖類」⼜は「糖類」と、シナモンその他の⾹⾟料にあっては「⾹⾟料」と表⽰することができる。

原材料名パン類

パターン① 糖類でまとめ書きした場合※

＜パンの表⽰例（イメージ）＞

パターン② 糖類でまとめなかった場合※

原材料名︓⼩⻨粉、バター、糖類（砂糖、異性化液糖、
⽔あめ）、卵、クリーム、脱脂粉乳、パン酵⺟、
⾷塩、植物油脂、全粉乳、・・・・・

原材料名︓⼩⻨粉、バター、砂糖、卵、クリーム、脱脂
粉乳、異性化液糖、パン酵⺟、⾷塩、植物
油脂、⽔あめ、全粉乳、・・・・・

〇別表第４︓横断的義務表⽰事項に係る個別のルール

名 称

原材料名

⾷パン

⼩⻨粉、バター、糖類、卵、クリーム、
脱脂粉乳、パン酵⺟、⾷塩、植物油脂、
全粉乳、・・・・・



チルドぎょうざ名称
野菜（キャベツ、⻑ネギ、ニラ、⽣姜、にんにく）、⽪（⼩
⻨粉、澱粉、植物油脂、⾷塩）、豚⾁、調整ラード、豚
背油、⾷塩、つなぎ（⼩⻨粉、粉末⻨芽、⼩⻨たん
⽩）、ガラスープ、醤油、焼酎、オイスターソース、豚エキス、
⽔あめ、砂糖、ゼラチン、胡椒 /・・・・・・

原材料名

国内製造（⼩⻨粉）原料原産地名

惣菜名称
⼩⻨粉、豚⾁、キャベツ、調整ラード、澱粉、豚背油、⻑
ネギ、ニラ、植物油脂、⽣姜、にんにく、⾷塩、ミックス粉
（⼩⻨粉、粉末⻨芽、⼩⻨たん⽩）、ガラスープ、醤油、
焼酎、オイスターソース、豚エキス、⽔あめ、砂糖、ゼラチン、
胡椒 /・・・・・・

原材料名

国内製造（⼩⻨粉）原料原産地名

冷凍ぎょうざ名称
野菜（キャベツ、⻑ネギ、ニラ、⽣姜、にんにく）、豚⾁、
調整ラード、豚背油、⾷塩、つなぎ（⼩⻨粉、粉末⻨芽、
⼩⻨たん⽩）、ガラスープ、醤油、焼酎、オイスターソース、
豚エキス、⽔あめ、砂糖、ゼラチン、胡椒、 ⽪（⼩⻨粉、
澱粉、植物油脂、⾷塩）/・・・・・・

原材料名

国内製造（⼩⻨粉）原料原産地名

別表第４ 原材料名 ＜廃⽌の例︓ぎょうざ＞
〇 同じ原材料を⽤いた製品であっても、保存温度、流通形態によって「原材料名」の表⽰⽅法が異なる。

冷凍の場合「調理冷凍⾷品」に該当し、
個別ルールに従い表⽰

チルドの場合「チルドぎょうざ類」に該当し、
個別ルールに従い表⽰

上記以外（冷蔵・常温など）は、個別ルール
がないため横断ルールにより表⽰「⽪以外の原材料」と「⽪」の重量

を⽐較し、重量順に表⽰
①⾷⾁、②⿂⾁、③野菜、④つなぎ、
⑤⽪、⑥その他のものの重量を⽐較
し、重量順に表⽰

品⽬横断ルールにより、重量順に表⽰（まとめ表⽰も可）

例︓ぎょうざ
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別表第４ 内容量 ＜維持の例︓レトルトパウチ⾷品＞
〇別表第４︓横断的義務表⽰事項に係る個別のルール

24

表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

第３条第１項の表の内容量⼜は固形量及び内容総量の項に定めるほか、ソースを加えたものにあっては、
内容重量及びソースを除いた固形量をグラム⼜はキログラムの単位で、単位を明記して表⽰する。内容量

レトルトパウ
チ⾷品

（植物性た
んぱく⾷品
（コンビーフ
スタイル）を

除く。）

・横断ルールでは、固形物に充てん液を加え⽸⼜は瓶に密封した
場合、固形量及び内容総量を表⽰するルールになっている。

・⼀⽅、ソースについては、充てん液のような表⽰のルールが明確に
定められていない。

・ハンバーグやミートボール等の固形量の重量については、価格等
にも影響を与えるため、消費者への情報提供の観点から存続。

個別品目ごとの表示ルール見直し分科会第７回資料１－３から抜粋



別表第４ 内容量 ＜廃⽌の例︓即席めん＞
〇別表第４︓横断的義務表⽰事項に係る個別のルール

表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

第３条第１項の表の内容量⼜は固形量及び内容総量の項に定めるほか、添付調味料⼜はかやくを添付したものにあっては、
内容重量及びめんの重量をグラムの単位で、単位を明記して表⽰する。内容量即席めん

〇即席めんの表⽰例

〇 横断ルールにおいては、内容重量を記載することが規定されている。
〇 ⼀⽅、即席めんは計量法における特定商品「めん類」に該当し、めんの重量は
必ず記載することが規定されている。
⇒ 個別の規定が廃⽌されても表⽰は変わらない。
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別表第19 追加的な表⽰事項 ＜廃⽌の例︓えびフライ＞

〇別表第19︓⼀般加⼯⾷品の個別的表⽰事項
表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

実⽐率を下回らない５の整数倍
の数値により、%の単位をもって、
単位を明記して表⽰する。

⾐の率
（冷凍⿂フライにあっては50%（⾷⽤油脂で揚げたものにあっては60%）、
冷凍えびフライにあっては50%（⾷⽤油脂で揚げたものにあっては65%、⾷⽤
油脂で揚げたもの以外のもので頭胸部及び甲殻を除去し、⼜はこれから尾扇
を除去した１尾当たりのえびの重量が６g以下のものにあっては60%）、
冷凍いかフライにあっては55%（⾷⽤油脂で揚げたものにあっては60%）、
冷凍かきフライにあっては50%（⾷⽤油脂で揚げたものにあっては60%）、
冷凍コロッケにあっては30%（⾷⽤油脂で揚げたものにあっては40%）及び
冷凍カツレツにあっては55%（⾷⽤油脂で揚げたものにあっては65%）を超え
るものに限る。）

調理冷凍⾷品
（冷凍フライ類、冷凍

しゅうまい、冷凍ぎょうざ、
冷凍春巻、冷凍ハン

バーグステーキ、
冷凍ミートボール、冷凍
フィッシュハンバーグ、冷
凍フィッシュボール、冷凍
⽶飯類及び冷凍めん類

に限る。）

○冷凍⿂フライは、⾐の率が重量の50％（油で揚げたものは60％）を超える場合に、⾐の率の表⽰義務がある。
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表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

実⽐率を下回らない５の整数倍の数値により、%の
単位をもって、単位を明記して表⽰する。

⽪の率
（冷凍しゅうまいにあっては25%、冷凍ぎょうざにあっては45%、冷凍春巻にあっ
ては50%（⾷⽤油脂で揚げたものにあっては60%）を超えるものに限る。）

調理冷凍⾷品

別表第19 追加的な表⽰事項 ＜廃⽌の例︓ぎょうざ＞

〇冷凍ぎょうざ

〇惣菜

別表第19 追加的な表⽰事項

〇調理冷凍⾷品の冷凍ぎょうざやチルドぎょうざ類には、⽪の率の表⽰義務がある。⼀⽅で、惣菜のぎょうざには表⽰義務がない。

〇チルドぎょうざ

実⽐率を下回らない５の整数倍の数値により、%の
単位をもって、単位を明記して表⽰する。

⽪の率
（チルドぎょうざ⼜はチルドぱおずにあっては45%、チルドしゅうまいにあって25%、
チルド春巻にあっては50%を超える場合に限る。）

チルドぎょうざ類
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別表第19 追加的な表⽰事項 ＜廃⽌の例︓ハンバーグステーキ＞

〇別表第19︓⼀般加⼯⾷品の個別的表⽰事項
表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

%の単位で、単位を明記したその含有率を表⽰する。⾷⾁等若しくはその加⼯品⼜は⿂⾁の含有率
（下表の左欄に掲げるものを使⽤した場合において、その重量の原材料及び
添加物（ハンバーグステーキ及びミートボールのうち、ソースを加えたものにあっ
ては、ソースを除く。）の重量に占める割合が、同表の右欄に掲げる割合に満
たないときに限る。）

レトルトパウチ⾷品
（植物性たんぱく⾷
品（コンビーフスタイ
ル）を除く。）

割合原材料名名称

40%⾷⾁ハンバーグステーキ
及びミートボール

・具体的な表⽰例としては、⾷⾁だけでなく他の⾷品とのバランスを
考慮して設計されたベビーフード等であり、数値規定を下回るような
⾷品は、通常の⾷品ではほとんど⾒られない。

○レトルトパウチ⾷品のハンバーグは、⾷⾁の重量割合が40％未満である場合、⾷⾁の含有率を表⽰することが義務付けられている。
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表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

１ 糖⽤屈折計の⽰度が60ブリックス度以下のものにあっては、「開封後は、10℃以下で保
存すること」等と表⽰する。

２ ⽸詰であって内⾯塗装⽸以外の⽸を使⽤したものにあっては、「開⽸後は、ガラス等の容
器に移し換えること」等と表⽰する。

使⽤上の注意（糖⽤屈折計の⽰度が60
ブリックス度以下のもの⼜は内⾯塗装⽸以
外を使⽤した⽸詰に限る。）

ジャム類

・使⽤上の注意の表⽰例（ジャム類）

別表第19 追加的な表⽰事項 ＜維持の例︓ジャム類＞

別表第19 追加的な表⽰事項

開栓後要冷蔵である旨を表⽰
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別表第19 追加的な表⽰事項の例 ＜維持の例︓農産物⽸詰及び農産物瓶詰＞

別表第19 追加的な表⽰事項
表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

「開⽸後はガラス等の容器に移し換えること」等と表⽰する。使⽤上の注意（内⾯塗装⽸以外を使⽤した⽸詰に限る。）
農産物

⽸詰及び
農産物
瓶詰

・⽸詰の製造時には、⽸詰中の酸素を除去するが、
完全には除去されないため、内容物である果物は
そのままでは残存した酸素により褐変することになる。

・⽸に含まれる錫には強い酸化作⽤及び還元作⽤が
あり、⽸詰の中に残っている酸素を錫が先に捕まえ
て酸化させることによって、果物の褐変を防ぐことにな
る。

・こうした理由から果物の⽸詰では基本的に内⾯無
塗装⽸を使⽤している。

・⼀⽅、⽸に⼊れたままにしておくと、⽸から溶出した
錫によって、健康状態の悪い⼈等はお腹をこわすと
いった健康上の被害が発⽣する恐れがあるため、
衛⽣上の観点から表⽰が必要。

個別品目ごとの表示ルール見直し分科会第６回資料６から抜粋
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〇レトルトカレーの表⽰例（レトルトパウチ⾷品）
（イメージ）

〇カレールー（イメージ）

別表第19 追加的な表⽰事項の例 ＜廃⽌の例︓レトルトパウチ⾷品＞

表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

⾷品の特性に応じて表⽰する。調理⽅法（調理しないもの（単に温めるものを含む。）以外のものに限る。）レトルトパウチ
⾷品

別表第19 追加的な表⽰事項

〇レトルトパウチ⾷品には、調理⽅法の表⽰義務があるが、レトルトパウチ⾷品以外の多くの⾷品で、「作り⽅」や「お召し上がり⽅」
といった調理⽅法に関する表⽰を⾏っている。
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表⽰の⽅法表⽰事項⾷品

次の表に掲げる区分による⼤きさを表す記号⼜はその略号により表⽰し、かつ、⼤きさの略号を表⽰する場合にあっては、その
略号が⼤、中、⼩若しくは特⼩である旨⼜はその略号が⽰す内容個数を表⽰する。ただし、⼤きさをそろえていないものにあって
は、「混合」と表⽰する。

⼤きさ（たけの
この全形を詰め
たものに限る。
ただし、製造⼯
程上の技術的
理由等から⼤き
さを把握できな
い場合は、この
限りでない。）

農産物⽸
詰及び農
産物瓶詰

次の表に掲げる区分による基部の太さを表す記号⼜はその略号により表⽰し、かつ、基部の太さの略号を表⽰する場合にあっ
ては、その略号が特⼤、⼤、中若しくは⼩である旨⼜はその略号が⽰す基部の直径を表⽰する。ただし、基部の太さをそろえて
いないものにあっては、「混合」と表⽰する。

基部の太さ（ア
スパラガスのロン
グスピアー、スピ
アー及びチップを
詰めたものに限
る。ただし、製
造⼯程上の技
術的理由等か
ら基部の太さを
把握できない場
合は、この限り
でない。）

⼤きさ記号及びその略号 特⼩（Ｔ）⼩（Ｓ）中（Ｍ）⼤（Ｌ）
16個以上11個以上

15個以下
６個以上
10個以下４個⼜は５個１号⽸

容器による
区分

16個以上11個以上
15個以下

６個以上
10個以下４個⼜は５個２号⽸

16個以上11個以上
15個以下

６個以上
10個以下４個⼜は５個３号⽸

━６個以上４個⼜は５個━４号⽸
━６個以上４個⼜は５個━５号⽸
━６個以上４個⼜は５個━７号⽸

１号⽸から７号⽸までの個数をもとにその⽔容積⽐により換算した個数とする。その他の⽸型のもの
及び瓶詰のもの

基部の太さを表す記号
及びその略号

基部の太さ
⽪むき（基部の直径）⽪付き（基部の直径）

特⼤（Ｅ）18ｍｍ以上20mm以上
⼤（Ｌ）13ｍｍ以上18ｍｍ未満15mm以上20ｍｍ未満
中（Ｍ）８ｍｍ以上13ｍｍ未満10ｍｍ以上15ｍｍ未満
⼩（Ｓ）８ｍｍ未満10ｍｍ未満

〇別表第19︓⼀般⽤加⼯⾷品の個別的表⽰事項

※他に、グリンピース、マッシュルーム等に大きさの規定がある。

別表第19 追加的な表⽰事項の例 ＜廃⽌の例︓農産物⽸瓶詰＞
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別表第19 追加的な表⽰事項の例 ＜廃⽌の例︓農産物⽸瓶詰＞
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＜農産物⽸詰の表⽰例（イメージ）＞



別表第22 表⽰禁⽌事項＜廃⽌の例︓⽜⾁コロッケ＞

表⽰禁⽌事項⾷品
１ 冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ及び冷凍春巻について、原材料の⼀部が他の原材料に⽐べて

多く含まれているかのように誤認させる⽤語。ただし、次の⼀及び⼆に掲げるものにあっては、それぞれ次の
⼀及び⼆に掲げる⽤語を除く。

⼀ 冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ⼜は冷凍春巻
イ 使⽤した原材料のうちの１種⼜は２種以上の名称が「コロッケ」、「しゅうまい」、「ぎょうざ」⼜は「春巻」

の⽂字に冠して表⽰してあり、かつ、当該原材料の含有率がそれぞれ次の表に定める量以上である
場合の当該原材料名

ロ 使⽤した原材料の含有率が次の表に定める量未満であり、かつ、その含有率が表⽰されている場合
であって、使⽤した原材料のうちの１種⼜は２種以上を含むものである旨が商品名に併せて表⽰し
てある場合の当該原材料名

ハ 「カレー」の⽤語
⼆ （略）

２〜７（略）

調理冷凍⾷品
（冷凍フライ類、冷凍しゅう
まい、冷凍ぎょうざ、冷凍春

巻、冷凍ハンバーグステーキ、
冷凍ミートボール、冷凍フィッ
シュハンバーグ、冷凍フィッシュ
ボール、冷凍⽶飯類及び冷

凍めん類に限る。）

〇別表第22︓個別⾷品に係る表⽰禁⽌事項

含有率原材料名名称
原材料及び添加物に対し8%⽜⾁冷凍コロッケ

○⽜⾁が⼊ったコロッケを｢⽜⾁コロッケ｣と表⽰する場合、⽜⾁の含有率が原材料及び添加物に対し8％以上であれば、⽜⾁の
含有率を商品名に併記する必要はない。
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＜コロッケの表⽰例（イメージ）＞



（参考）調理冷凍⾷品の表⽰禁⽌事項に関する数値規定
〇別表第22︓個別⾷品に係る表⽰禁⽌事項

含有率原材料名名称
原材料及び添加物に対し10%えび

冷凍コロッケ

原材料及び添加物に対し8%かに
原材料及び添加物に対し8%⽜⾁
原材料及び添加物に対し10%豚⾁
原材料及び添加物に対し10%鶏⾁
原材料及び添加物に対し15%とうもろこし
原材料及び添加物に対し10%チーズ
原材料及び添加物に対し8%その他

あんに対し15%えび

冷凍しゅうまい
あんに対し10%かに
あんに対し15%豚⾁
あんに対し15%鶏⾁
あんに対し10%その他
あんに対し15%えび

冷凍ぎょうざ あんに対し10%かに
あんに対し10%その他
あんに対し10%えび

冷凍春巻 あんに対し8%かに
あんに対し8%その他 35



・表⽰禁⽌事項に関する表⽰例（低糖度ジャム）

別表第22 表⽰禁⽌事項 ＜維持の例︓ジャム類＞

糖度を併記する場合に限り、糖度が低いものについては
「低糖度」等の表⽰が可能

表⽰事項⾷品

１ 「特級」の⽤語と紛らわしい⽤語
２ ２種類以上の果実等を使⽤したものについて、当該果実等のうち特定の種類のものを特に強調する⽤語。ただし、果実等の配合の割

合が30％以上60％未満の場合において「ミックスジャム」の⽂字に当該果実等を含む旨の⽤語を付した商品名を⽤いる場合及び当該
果実等の配合の割合が60％以上の場合において「ミックスジャム」の⽂字に当該果実等名を冠した商品名を⽤いる場合は、この限りで
ない。

３ 通常より糖度が低い旨を⽰す⽤語。ただし、糖度が55ブリックス度以下のものについて当該糖度を下回らない整数値により「糖度50度」
等と併記する場合は、この限りでない。

４ 果実等を多く含有している旨を⽰す⽤語

ジャム類

○別表第22 表⽰禁⽌事項
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